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２０２３年８⽉２８⽇ 
⽇本原燃株式会社 

ウラン濃縮加⼯施設における３Ｓ調和に係る影響評価について

１．申請内容 
原⼦⼒安全に係る保安規定の変更認可申請として、重⼤事故に⾄るおそれがある事故に対処する

ために必要な資機材等に係る以下の申請を⾏った。 
（１）申請件名

・濃縮・埋設事業所加⼯施設保安規定の変更認可申請（2023 年 8 ⽉ 9 ⽇）
（２）申請概要

１）重⼤事故に⾄るおそれがある事故に対処するために必要な資機材等に係る規定の変更
重⼤事故に⾄るおそれがある事故に対処するために必要な資機材等については、保安規定添

付２（重⼤事故に⾄るおそれがある事故及び⼤規模損壊発⽣時の対応に係る実施基準）の表
－1（重⼤事故に⾄るおそれがある事故に対処するために必要な資機材等）において、資機材等、
保有数及び保管場所等を規定している。 

今回、「放射性同位元素等の規制に関する法律施⾏規則」の⼀部改正に伴い、新たに受動形
個⼈線量計を導⼊することから、重⼤事故に⾄るおそれがある事故への対処においても受動形個
⼈線量計を使⽤することとなり、保安規定添付２の表―1 の資機材等として受動形個⼈線量計
の追加が必要となる。 

このため、保安規定添付２の表－１を規定した経緯、新検査制度における資機材等以外の他
規定事項の対応状況及び他施設における資機材等に係る規定状況を踏まえ、保安規定の規定
事項のあり⽅として、保安規定には基本的な事項を規定し、具体的な事項は保安規定の下位⽂
書に規定することと整理した。 

したがって、保安規定の規定事項のあり⽅を踏まえ、基本的な事項である保安規定添付２の
「1.3 資機材の配備」を変更し規定するとともに、具体的な事項である表－１を下位⽂書で規定
するよう削除する。 

２）記載の適正化

２．３Ｓ調和に係る影響評価について 
１．に⽰した内容を踏まえ、「核セキュリティ」及び「保障措置」への影響の有無について確認を⾏った。

確認結果を以下に⽰す。 
なお、申請概要のうち記載の適正化については、誤記修正など記載の修正であるため、影響はない。 

注︓⻘字は前回からの改訂箇所を⽰す。 
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（１）核セキュリティへの影響
確認項⽬ 影響有無 理 由 

防護対象の追加等による影響の
有無 

無 ＜確認項⽬に対する考え⽅＞ 
・申請による変更内容を踏まえて防護対象である安全機
能を有する施設の追加、移設⼜は改造が必要となる場
合、既存の核セキュリティ設備による防護範囲の拡⼤、
核セキュリティ設備の追加設置等の影響が⽣じる可能
性があるため、影響の有無について確認するものである。
また、安全機能を有する施設の追加、移設⼜は改造が
必要な場合や安全機能を有する施設に対する設計条
件の追加等がある場合は、核セキュリティ設備による波
及的影響の確認も必要になる。

＜影響有無結果の理由＞ 
・受動形個⼈線量計の導⼊に伴う、防護対象である安

全機能を有する施設の追加、移設⼜は改造はなく、核
セキュリティ設備の追加設置等は不要である。

・受動形個⼈線量計の導⼊に伴う、安全機能を有する
施設の追加、移設⼜は改造⼜は安全機能を有する施
設に対する設計条件の追加等はなく、核セキュリティ設
備による波及的影響の考慮も不要である。

防護設備の性能への影響の有無 無 ＜確認項⽬に対する考え⽅＞ 
・申請による変更内容を踏まえて防護対象である安全機
能を有する施設の追加、移設⼜は改造が必要となる場
合、核セキュリティ設備の監視等の性能への影響が⽣じ
る可能性があるため、影響の有無について確認するもの
である。

＜影響有無結果の理由＞ 
・受動形個⼈線量計の導⼊に伴う、防護対象である安

全機能を有する施設の追加、移設⼜は改造はなく、核
セキュリティ設備の監視等の性能へ影響を与えない。

核物質防護規定への影響の有無 無 ＜確認項⽬に対する考え⽅＞ 
・⽴⼊制限区域、防護区域の境界の変更、防護設備の
変更、防護組織の変更等の核物質防護規定への影響
が⽣じる可能性があるため、影響の有無について確認す
るものである。

＜影響有無結果の理由＞ 
・受動形個⼈線量計の導⼊に伴う、⽴⼊制限区域、防
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確認項⽬ 影響有無 理 由 
護区域の境界の変更、防護設備の変更、防護組織の
変更等を⾏うものはなく、核物質防護規定の変更は不
要である。 

（２）保障措置への影響
確認項⽬ 影響有無 理 由 

保障措置設備の追加設置等の
有無 

無 ＜確認項⽬に対する考え⽅＞ 
・申請による変更内容を踏まえて安全機能を有する施設
の追加、移設⼜は改造が必要となる場合、既存の保障
措置設備の追加設置等の影響が⽣じる可能性がある
ため、影響の有無について確認するものである。また、安
全機能を有する施設の追加、移設⼜は改造が必要な
場合は保障措置設備による波及的影響の確認も必要
になる。

＜影響有無結果の理由＞ 
・受動形個⼈線量計の導⼊に伴う、安全機能を有する

施設の追加、移設⼜は改造はなく、保障措置設備の
追加設置等は不要である。

・受動形個⼈線量計の導⼊に伴う、安全機能を有する
施設の追加、移設⼜は改造はなく、保障措置設備に
よる波及的影響の考慮も不要である。

保障措置関連設備等への影響の
有無 

無 ＜確認項⽬に対する考え⽅＞ 
・申請による変更内容を踏まえて安全機能を有する施設
の追加、移設⼜は改造が必要となる場合、保障措置
関連設備の改造や保障措置に関連する設計情報の変
更等の影響が⽣じる可能性があるため、影響の有無に
ついて確認するものである。

＜影響有無結果の理由＞ 
・受動形個⼈線量計の導⼊に伴う、安全機能を有する

施設の追加、移設⼜は改造はなく、保障措置関連設
備の改造や保障措置に関連する設計情報の変更等
へ影響を与えない。

査察活動への影響等の有無 無 ＜確認項⽬に対する考え⽅＞ 
・申請による変更内容を踏まえて安全機能を有する施設
の追加、移設⼜は改造が必要となる場合、査察活動
（在庫確認、検認等）に⽀障が⽣じる等の影響が⽣
じる可能性があるため、影響の有無について確認するも
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確認項⽬ 影響有無 理 由 
のである。 

＜影響有無結果の理由＞ 
・受動形個⼈線量計の導⼊に伴う、安全機能を有する

施設の追加、移設⼜は改造はなく、査察活動に⽀障
が⽣じる等の影響を与えない。 

・受動形個⼈線量計の導⼊により、管理区域⼊域時の
出⼊管理装置にて受動形個⼈線量計の読み取りが
追加されるが、⼊域時に操作説明を⾏うため、査察活
動に⽀障が⽣じる等の影響を与えない。 

計量管理規定への影響の有無 無 ＜確認項⽬に対する考え⽅＞ 
・計量管理組織の変更等の計量管理規定への影響が⽣
じる可能性があるため、影響の有無について確認するも
のである。 

＜影響有無結果の理由＞ 
・受動形個⼈線量計の導⼊に伴う、計量管理組織、計

量管理対象、設計情報等の変更を⾏うものはなく、計
量管理規定の変更は不要である。 

 
以 上 
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